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令和２年度水産関係補正予算の概要 

（新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策関係） 
 

 

 

１ 漁業者の事業継続・雇用維持 

  

①経営維持・再建のための資金繰りの確保 ３２億円  

 

・漁業経営の維持・再建に必要な資金 
（農林漁業セーフティネット資金、漁業近代化資金、 
漁業経営維持安定資金等）の 
実質無利子化・無担保化等を措置 

 

・漁業者の資金繰りに支障が生じないよう、 
金融機関に対して、 
適時・適切な貸出、担保徴求の弾力化、 
既往債務の返済猶予等の条件変更への対応を要請 

 

 

②漁業収入安定対策の拡充等 
 

・外食需要の減少等による影響に直面している 
漁業者の経営を支えるため、 
積立ぷらすの基金の積み増しを行うとともに、 
積立ぷらすの仮払い及び積立猶予を措置 

１０２億円 
 

  

③特定水産物供給平準化事業 ３２億円 

 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける魚種の 
過剰供給分を買取・保管する際の買取資金、 
保管料等を支援 

 
 

 
④入国規制による外国人材の不足等に対応した 
労働力の確保 

 
・漁業や水産加工業における 
作業経験者等の人材を確保するための取組や 
遠洋漁船において現在雇用されている 
外国人船員の継続雇用等を支援 

３億円 
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このほか、以下の対策についても、 
漁業者・水産加工業者による活用が可能 
 
〇 雇用調整助成金の拡充等 （厚生労働省） 
 
・雇用調整助成金について、助成率を 
引き上げるとともに、非正規雇用労働者も 
対象とすること等により、雇用の維持を図る 

 

 
 
 
 

  
〇 事業継続が困難な中小・小規模事業者等への支援（経

済産業省） 
 
・特に厳しい状況にある中堅・中小・小規模事業者、 
個人事業主に対し、 
新たな給付金制度を創設し事業の継続を支援 

 

 
 

 
 
 
２ 水産物の販売促進、飲食業の需要喚起 
 

① 需要が減退している水産物の販売促進 
 

・インバウンド需要・外食需要の減少や 
輸出の停滞等により、 
在庫が増加して滞留する等の影響が生じている 
水産物について、販売促進の取組を幅広く支援 
 
ア）産直ネット販売や学校給食への提供など、 
漁業者団体、業界団体及び都道府県等による 
水産物の販売促進を支援 

イ）需要が減退している水産物の需要を 
喚起するための広報活動を支援 等 

   

１，４００億円 
の内数 

 
  
 

 

 

 

②“Go To”キャンペーンによる需要喚起（飲食業） 
  
・インバウンド需要の減少、外出自粛等の影響が 

生じている観光・運輸業、飲食業、 
イベント・エンターテインメント事業等に対して、 
新型コロナウイルス感染症の収束後６か月程度の間、 
政府一体の取組の一環として、 
オンライン予約でのクーポン付与、割引食事券の発行等の 
需要喚起策を実施 

１６,７９４億円 
の内数 
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３ 水産物の輸出の維持・促進 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を踏まえた 
輸出の維持・促進 

 

・家庭食の輸出増加や新規・有望市場でのシェア獲得等、 
輸出の維持・促進を図るため、 
物流に対する支援、食品製造設備等の整備・導入支援、 
新規・有望市場の維持・開拓に 
必要な商談・プロモーションの支援等を実施 

 

１４７億円 
の内数 

 
 

 



６ 水産業労働力確保緊急支援事業

＜対策のポイント＞
漁業・水産加工業が盛んな地域において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、技能実習生等が入国できない状況の中、人手不足を解消し事業の
継続を図ります。

＜政策目標＞
新型コロナウィルス感染拡大の影響による漁業・水産加工業における人手不足の解消

［お問い合わせ先］水産庁企画課（03-6744-2340）、加工流通課（03-6744-2349） 、国際課（03-6744-2364）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．人材確保支援

地域の作業経験者等を、人手不足となった漁業・水産加工業の経営体が雇用する

場合、掛かり増し賃金、保険料を支援します。

２．遠洋漁業の船員対策事業

遠洋漁船において外国人船員の確保が困難な場合に、現在雇用している外国人船

員の継続雇用等に要する掛かり増し経費について業界団体を通じて支援します。

国 民間団体等 漁業者等

＜事業の流れ＞

【令和２年度補正予算額 280百万円】
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地域の作業経験者等
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９ 水産金融総合対策事業
【令和２年度補正予算額 3,196百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者に対し、運転資金等の実質無利子化、実質無担保化及び保証料助成措置の金融支援を集中的に実
施します。

＜政策目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者の漁業経営に必要な運転資金等の円滑な融通

［お問い合わせ先］水産庁水産経営課（03-3502-8418）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．漁業経営基盤強化金融支援事業 41百万円

○ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者が借り入れ

る運転資金等について当初５年間実質無利子化を行います。

２．漁業者保証円滑化対策事業 2,156百万円

○ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者が借り入れ

る運転資金等の実質無担保・無保証人による融資・保証を支

援するとともに、当初5年間の保証料を免除します。

３．漁業経営改善支援資金融資推進事業 1,000百万円

〇 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者が借り入れ

る株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金

について、出資することにより実質無担保等で借り入れできるよう

支援します。

＜事業の流れ＞ 定額

国

民間団体等

株式会社日本
政策金融公庫

定額

１及び２の事業 ３の事業

実質
無担保等

株式会社
日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受けた漁業者

貸
付

出資

実質
無担保等

※２の事業

利子助成
※１の事業

保証料助成
※２の事業

融資機関

保証・保険機関
漁業信用基金協会、

（独）農林漁業信用基金

新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受けた漁業者

貸
付

返
済

保
証
料

債
務
保
証



12 特定水産物供給平準化事業（新型コロナウイルス感染症緊急対応）

＜対策のポイント＞
漁業者団体等が、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける魚種の過剰供給分を相場価格で買取・冷凍保管（＝調整保管）する際の買取資金、保
管料、運搬料等を支援します。

＜政策目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける水産物の価格下落の抑止

［お問い合わせ先］水産庁加工流通課（03-6744-2350）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

（１）買取資金の助成

輸出の停滞等により需要又は取引価格が下落し、生産面での調整が困難であるなど、

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける水産物を、漁業者団体等が買い取り、

保管するために必要な資金を金融機関から借り入れる場合に、金利相当分に対して

助成（無利子化）します。

（２）調整保管等に係る経費助成

新型コロナウイルス感染収束後、保管していた水産物を順次放出するまでの期間の

調整保管に要する保管料、入出庫料、加工料、運搬料を助成します。

国

漁業者団体等

民間団体 漁業者団体等

＜事業の流れ＞

【令和２年度補正予算額 3,195百万円】
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

○ 資源管理等推進収入安定対策事業費 ＜積立ぷらす＞

・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響による魚価の下落等により収入が減少した漁

業者の経営を支えるため、基金を積み増します。（漁業者と国の積立金の負担割

合は１：３）

・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた漁業者のため、積立ぷらすについて、

次の措置を講じます。

① 漁業者の自己積立金の仮払い。

② 契約時の自己積立金の積立猶予。

19 漁業収入安定対策事業
【令和２年度補正予算額 10,199百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響による魚価の下落等により、収入が減少した漁業者の経営を支えるため、積立ぷらすの基金の積み増しを行うとともに、積
立ぷらすの仮払い及び積立猶予の措置を講じます。

＜政策目標＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少した漁業者の漁業経営の安定

国

＜事業の流れ＞

定額

漁業共済組合
連合会

収入減少を補塡

積立ぷらすの
発動ライン

漁業共済の
発動ライン

収入変動

○ 積立方式（積立ぷらす）
・ 漁業者自身の積立と国費の積立（１：３相当）が
補塡原資

○ 保険方式（漁業共済）
・ 漁業者が支払った保険料が補塡原資。

漁業共済で
補填可能な

部分

自己負担部分

漁業者

１

国

３

漁業者

基準収入（※）

90%（原則）

100%

80%（原則）

減

収

※基準収入：個々の漁業者の直近５年の収入のうち、
最大値と最小値を除いた中庸３カ年の平均値

［お問い合わせ先］水産庁漁業保険管理官（03-6744-2356）
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